


　平素より大変お世話になっております。当園では、在宅で介護されているご家族の
支援や、ご本人のリハビリ・健康管理を目的に短期入所療養介護（ショートステイ）を
随時受け入れております。

【対象】
介護保険で要支援または要介護の認定を受けている方・医療的な管理や専門的リハ
ビリが必要な方・在宅介護者の休養・不在時の一時利用　など

【サービス内容】・医師による健康管理・看護師・介護職による日常支援・リハビリス
タッフによる個別機能訓練・栄養管理された食事提供、入浴、排泄支援

【ご利用期間】原則1泊2日から最長30日程度まで対応可能（ご相談に応じます）

≪　生活行為向上リハビリテーション実施加算　≫

≪実施内容≫
①リハビリ技士が月１回、ご利用者宅に訪問し、少しでも長く安全に在宅生
活を継続できるように、生活動作や生活環境等を総合的に評価し、アドバ
イスを行います。さらに、必要時においては、適宜、ご利用者宅を訪問し、
再評価・再調整を行います。
②毎月、リハビリテーション計画書とは別に、生活行為に特化した計画書を
作成し、通所リハビリにて、多職種が協働して、生活行為の向上を図ってい
きます。
③ご本人様やご家族様にも、ご協力を得ながら、自主訓練や自宅での過ご
し方のアドバイスを行います。
④ケアマネージャー様に、利用者様のリハビリの進捗状況やご自宅での生
活状況について細やかに情報共有いたします。

≪算定要件≫
・新規のご利用者様（利用開始月～６ヶ月間）
・1ヶ月1,250単位（要介護)、1ヶ月562単位(要支援)

お問合せ　：　介護支援課（平日8：30～17：30）
　　　　　利用申込書はホームページからダウンロードできます。

2025年9月より、始めます！！

リハ技士が月１回、利用者宅に
訪問し、アセスメントを実施。

トイレ動作練習 福祉用具の調整 車の乗り降り練習 浴槽またぎ練習

施設見学について

東海園　短期入所のご案内

ご利用者様の「動きたい！」「出来るようになり
たい！」をお手伝いします！！

通所リハビリの新たな取り組みについて

　施設見学のご案内
当施設では、ケアマネージャーの皆様らの施設見学のご要望にお応えしております。見
学は事前予約制で承っておりますので、ご希望の日時を事前にご相談ください。

　介護支援課です( ´∀｀ )

ADL向上
在宅生活の安定化に

繋げます！！⇒ ⇒


